
 

医療従事者の負担軽減及び処遇に関する取組事項 

 

 

 

当院では、勤務医の負担軽減のため、専従の医師事務作業補助者の配置、看護職員の負担軽

減のため、看護補助者の配置を行っております。医師、看護師等とその他医療関係職種との

役割分担の取り組みを推進し、負担軽減に取り組んでおります。 

 

【病院勤務医の負担軽減に関する取り組み】 

１．医師と医療関係職種、医療関係職種と医療事務員等における役割分担 

 ・入院の説明の実施 ・検査手順の説明の実施 ・服薬指導 ・初診時の予診の実施 

２．医師事務作業補助者の配置 

３．勤務計画上、連続当直を行わない体制を整えるための計画策定 

４．予定手術前日の当直に対する配慮 

５．当直翌日の業務内容に対する配慮 

 

【看護職員の負担軽減に関する取り組み】 

１．業務量の調整 

  ・なるべく時間外労働が発生しないような業務量の調整 

２．看護職員と多職種との業務分担 

  ・薬剤師・理学療法士、作業療法士・臨床検査技師・臨床工学技士・社会福祉士・他 

３．看護補助者の配置（夜間配置を含む） 

４．病棟クラークの配置 

５．多様な勤務形態の導入 

６．夜勤負担の軽減 

  ・夜勤専従者の採用 
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